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皆様保護者の

こ     ど う し      さんせん  じゅじゅ

子ども同士による金銭の授受をしないために

～ヽご家庭でのご理解、ご聴評がのお般しヽ～

〒どもたちは学校生渚など、日メマのかかわりの中で様メマな経験を通してお互いを認

め合い、成 長 してしヽきます。その中で、◆もなお、地域や 商 業 施設等で過ごす際に

金銭の授受で トラブルになり、結果的 |こ大きな問題に発展したり、事件に巻き込まれ

たりする事案が少なからす見られます。

金銭授受はたとえ仲の良い関I系であつても 行 わない方が良い行為です。最初 lよ

少 額と思つていたものが、いつのまにか大きな金額に膨れ上がり、取り返しがつか

なくなることもあります。最近では、ネットゲーム (課金)などにより、金銭感覚が

麻痺して、事実が把握しにくくなる危険性もあります。

議警捜豊が呼 ゎれる碧事には、議磯を鳥ち品せる督潰 お、子どもたちの訟蟄懲貨、

規範意識の問題やいじめの問題が潜んでいる場合もあります。事案によっては、民事

や刑事事件に発展することもあります。

このことから、子どもたちの金銭授受についてlよ、「 行 つてはいけない行為」とし

て学校では指導いたしますので、ご理解いただき、ご家庭でもご指導をお願いします。

また、状 況によっては、警察や児童相談所などの関係機関と連携して子どもたち

の健全育成や再発防止イこ向けて取り組んでまいりますので、あわせてご理解ご協 力

をお願いいたします。 i    
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の行使を妨害 した者は、三年以下の懲 役 に処する。

もの    じゅうねん ヤヽ か  ら共うえき  しよ

させた者は、十 年 以下の懲 役 に処する。
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お金のやり取り1ま、

たとえ少額であつても

よくなしヽよね !

ネットゲニ!ムで|の1課金

も|、 お金の|やり1取り!と

同|じだよ !

※――

回はじめは少額が、知らす知らすに高額に !

□お金を要 求することは刑事事件になることも !

□お金の賞し借りは「いじめ」につながる可能性あり !

恐喝引:

blやおことや「い配亭角1あ ったち与すぐ六Aに
組議して安「いてとる学機生活を選ろう F

※学校では、之、要に応じて警奈等、関係機関と連携して指導を行います。

※企銭1受 受は '1'追〕! 強要罪 にあたる F丁能性があります。

1財布忘れちゃつた !

反だちにジュース代

借―りちゃおう !
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◆日は僕のもってき

たお金で遊ぼうよ !

※課金 :ア プリゲーム等のプレイ料金やゲーム内アイテム等の料金を支払うこと


